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高齢者の医療費について 

 

こんにちは、台風が日本縦断後肌寒くなってきましたが、如何お過しでしょうか。日頃の体調管

理にお気を付け下さい。過日、高齢者の医療費についての講話がありましたのでご案内します。 

 

 

◎地域交流施設で、健康推進教室が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん、普段支払っている医療費、介護費などについて考えられた方も多いと思

います。今回は、社会福祉士による『高齢者の医療費について』の内容でした。 

医療、介護のサービスをうまく活用して、住み慣れた地域で末永く暮らしていければ

と思います。 

・年金費 

・医療費 

・介護費、その他 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

国民医療費ってなぁに                  

「国民医療費」とは、年度内の医療機関等での傷病の治療に要する費用を推計した値で、

診療費・薬局調剤費・入院時食事療養費・訪問看護療養費・移送費(正常妊娠・分娩及び健康

診断・予防接種・義眼義肢等・患者負担の差額分・介護保険適用分の費用は含まない)のこと

を言います。 

 

国民医療費の状況をご存知ですか？ 

平成 27 年度の国民医療費は 42 兆 3,644 億円、前年度の 40 兆 8,071 億円に比べ 1 兆 5,573

億円と 3.8％の増加となっており、人口一人当たりの国民医療費は 33 万 3,300 円、前年度の

32 万 1,100 円に比べ 1 万 2,200 円と 3.8％の増加となっています。 

後期高齢者の保険料が値上がり  

平成 29 年 4 月に厚生労働省から一部の後期高齢者(75 歳以上の高齢者のこと)の保険料が

値上がりすると発表がありました。この背景には「国民全体の医療費が増え続け、それが財

政を圧迫している」という事実があるからです。 

値上げ対象者：後期高齢者は年金を受給している方が多いと考えられます。その場合、個

人に一定の年収があるか、あるいは世帯に一定の年収がある場合は保険料が上がります。 



 

70 歳以上の方のうち、年収約 156 万円以上の方の医療の自己負担上限額が上がります。 

 

平成２８年４月１日から入院時の食事代が変わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先など、くわしくは ⇒ インターネットで、 

  厚生労働省 高齢者医療制度 検索 

                         して下さい。 

 

区分 
平成 28 年 

3 月 31 日まで 

平成 28 年 

4 月 1 日から 

平成 30 年 

4 月 1 日から 

一般世帯 ２６０円 ３６０円 ４６０円 

住民税非課税世帯Ⅱ ２１０円 
 

住民税非課税世帯Ⅰ １００円 

 

 

毎月の自己負担の上限額は収入によって設定されています。 

70 歳以上の方の自己負担の上限額(月額) 

年収の目安 
窓口

割合 
外来の上限額(個人ごと) 外来＋入院の上限額(世帯ごと) 

一定以上所得者           

(約 370 万円から) 
3 割 44,400 円 → 57,600 円 80,100円＋(医療費－267,000円)×1% 

一般世帯              

(約 156 万円から

370 万円まで) 2 割              

または   

1 割 

12,000 円 → 14,000 円 44,400 円 → 57,600 円 

住民税非課税世帯 

8,000 円 

24,600 円 

住民税非課税世帯                

(年金収入 80万円以

下など) 

15,000 円 

 

 

 

負担額の値上げなし 



 

宮原抗フェスタ 入場無料（雨天決行） 

１１月３日（金・祝） １０時～１５時  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎宮原抗フェスタが行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●大牟田地域住民医療・介護情報共有拠点事務室 OSKER 

大牟田の医療・介護施設情報を掲載しています。どなたでも好きな写真を投稿できるギャ

ラリーを製作いたしましたのでご紹介いたします。次号は「冬の感染症予防」をご紹介しま

す。  

 

TEL  0944-57-2007  

                          Web サイト https://osker.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先：大牟田市世界遺産登録・文化財室 ０９４４－４１－２５１５ 

地域での催しに積極的に参加して、 

楽しく末永く暮らしていきましょう。 

運動を開始しても運動中に気分が悪くなった場合は、

直ちに運動を中止する。 

 わからないこと、困ったことがあれば、ご相談ください。  

 

各都道府県の後期高齢者医療広域連合または、お住まいの市区町村窓口まで 

 

 

■健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合、国民健康保険組合にご加入の方 

→ ご加入の組合や協会まで 

■国民健康保険にご加入の方 → お住まいの市区町村窓口まで 

■後期高齢者医療制度の方 → 各都道府県の後期高齢者医療広域連合まで 

 ①７５歳以上の方の保険料の引き上げについては、 

 ②７０歳以上の方の自己負担の上限額の引き上げについては、 

宮原抗跡地 
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